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〇
重
度
後
遺
障
害
者
と
な
ら
れ
た
方
へ

介
護
料
支
給
の
ご
案
内　

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
を
含
む
）
事
故
で
、
脳

や
脊
髄
又
は
胸
腹
部
臓
器
に
損
傷
を
受
け
、

常
時
又
は
随
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方
で

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
。
（
自
損
、
他

損
、
時
期
は
問
い
ま
せ
ん
）

【
支
給
額
】

　

後
遺
障
害
の
程
度
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
介

護
用
品
の
購
入
な
ど
に
応
じ
て
、
月
額
３

６
，
５
０
０
円
～
２
１
１
，
５
３
０
円
の
範

囲
で
支
給
。

【
注
意
】

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
、
労
災
の
介
護
給
付

等
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
自

立
支
援
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

て
い
る
場
合
や
入
院
し
て
い
る
場
合
も
対
象

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
を
含
む
）
事
故
に
よ

り
、
死
亡
又
は
重
度
後
遺
障
害
（
脳
損
・
脊

損
）
を
負
わ
れ
た
方
の
義
務
教
育
終
了
前
の

子
弟
（
０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
）

【
申
込
者
】

　

対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
（
生
活

困
窮
家
庭
に
限
り
ま
す
）

【
貸
付
金
額
】

　

�

一
時
金
（
貸
付
時
）
１
５
５
，
０
０
０
円

�

貸
付
期
間
中
、
月
額
１
０
，
０
０
０
円
又
は

２
０
，
０
０
０
円
（
選
択
制
）

　

ほ
か
に
、
小
・
中
学
校
入
学
時
に
入
学
支

度
金
４
４
，
０
０
０
円
（
希
望
者
）

【
貸
付
期
間
】

　

貸
付
決
定
時
か
ら
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

【
利
子
】

　

無
利
子

【
返
還
方
法
】

　

原
則
と
し
て
20
年
以
内
の
月
々
均
等
払
い

　

（
進
学
・
病
気
等
に
よ
る
猶
予
制
度
等
あ
り
）

〇
交
通
遺
児
等
友
の
会
入
会
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
含
む
）
事
故
に
よ
り
保

護
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害

を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
家
庭
の
中
学
校
卒
業

ま
で
の
お
子
様
で
あ
れ
ば
、
入
会
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
申
込
者
】

　

対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者

【
活
動
内
容
】

　

旅
行
会
や
交
流
会
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
開
催
、
書
道
・
絵
画
・
写
真
な
ど
コ
ン
テ

ス
ト
の
開
催
、
会
報
の
配
布
（
年
４
回
）

【
参
加
期
間
】

　

中
学
校
を
卒
業
又
は
20
歳
を
迎
え
る
ま
で

【
費
用
等
】

　

無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構　

函
館
支
所
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働
い
て
い
る
調
理
師
は
、
調
理
師
法
の
規

定
に
よ
り
、
２
年
に
１
回
従
事
者
届
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
年
度
は
届
出
の

年
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
令
和
３
年
１
月

15
日
㈮
ま
で
に
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
届
出
の
必
要
な
方

下
記
の
施
設
に
令
和
２
年
12
月
31
日
現

在
、
調
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
調
理
師

・�

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
、
社
会

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
矯
正

施
設
、
そ
の
他
多
数
人
に
飲
食
物
を
調
理

し
て
提
供
し
て
い
る
施
設

・�

飲
食
店
営
業
、
魚
介
類
販
売
業
、
そ
う
ざ

い
製
造
業

〇
届
出
の
方
法

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
届
出
】

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
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Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録

商
標
で
す
。
）

【
郵
送
・
持
参
に
よ
る
届
出
】

　

専
用
の
届
出
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載

し
、
あ
な
た
が
働
い
て
い
る
地
域
の
北
海
道

全
調
理
師
会
担
当
支
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※�

届
出
用
紙
の
配
布
：
北
海
道
全
調
理
師
会

各
支
部
、
渡
島
保
健
所
、
木
古
内
支
所
、

森
支
所

　

�

北
海
道
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

※
お
問
い
合
わ
せ
先

・
北
海
道
全
調
理
師
会�

各
支
部

・
北
海
道
渡
島
保
健
所

　
　

℡
：
０
１
３
８

−

４
７

−

９
０
１
２

　

木
古
内
支
所　
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森
支
所　
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自
動
車
事
故
対
策
機
構
か
ら
の

お
知
ら
せ

働
い
て
い
る
調
理
師
の
皆
様
へ
！

就業地域 支部名 住所 電話番号

函 館 市
北 斗 市
七 飯 町

函 館
支 部

〒040－0011
函館市本町22－５
第３ＬＣ館１階
スナックてる

090-8908-8194

松 前 町
福 島 町
知 内 町
木古内町
鹿 部 町
森 町

木古内
支 部

〒049－1512
松前郡松前町字福山
29番地２
旧和風小料理さくら亭

080-1866-3810


